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平成15年11月 

第6号 

編 集

「新市の事務所の位置」及び「新市まちづくり計画（骨子）」についての協議と、「特別職の

身分の取扱い」及び「電算システム事業の取扱い」についての提案説明がありました。

第10回協議会

「住民アンケート調査の結果」、「第5回新市事務所位置検討小委員会の協議結果」の報

告と、「新市の事務所の位置」、「特別職の身分の取扱い」、「電算システム事業の取扱い」

の協議及び「広報広聴関係事業の取扱い」、「情報公開制度の取扱い」について提案説明

がありました。

第11回協議会

写真は、左から「丸岡公園」と開業100周年を迎えた

県内最古の駅のひとつ「大隅横川駅舎」です。
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姶
良
中
央
地
区
合
併
協
議
会
の
第
十
回

協
議
会
が
十
月
九
日
、
第
十
一
回
協
議
会

が
十
月
二
十
三
日
に
国
分
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン

タ
ー
多
目
的
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

会
議
で
は
合
併
協
定
項
目
の
う
ち
、
四
つ

の
事
項
に
つ
い
て
協
議
が
さ
れ
承
認
さ
れ

ま
し
た
。

第
十
回
協
議
会

今
回
の
協
議
会
で
は
、
事
務
局
か
ら
、

現
在
ど
の
く
ら
い
協
議
が
進
ん
で
い
て
、
残

さ
れ
た
協
定
項
目
が
何
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は

い
つ
頃
協
議
が
な
さ
れ
る
の
か
と
い
っ
た
協

議
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
、

さ
ら
に
、
協
議
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
か
ら
い
く
と

来
年
の
三
月
頃
が
新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画

や
事
務
事
業
の
一
元
化
な
ど
の
状
況
が
明

ら
か
に
な
る
の
で
、
合
併
の
是
非
に
つ
い
て

論
議
を
し
て
い
た
だ
け
る
材
料
が
そ
の
時

期
に
は
、
お
お
む
ね
出
揃
う
の
で
は
な
い

か
、
ま
た
、
順
調
に
行
け
ば
来
年
の
八
月
に

合
併
協
定
書
の
調
印
、
九
月
が
各
市
町
の

議
会
の
議
決
と
の
当
初
承
認
さ
れ
た
協
議

会
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
、
再
度
確
認

が
な
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
２
名
の
委

員
か
ら
隼
人
町
議
会
に
お
け
る
合
併
協
議

会
か
ら
の
離
脱
決
議
に
関
連
す
る
質
疑
が

あ
り
、
隼
人
町
に
お
け
る
状
況
や
今
後
の

方
針
（
住
民
投
票
の
実
施
）
等
に
つ
い
て
の

説
明
及
び
各
構
成
市
町
長
の
合
併
協
議
に

対
す
る
意
見
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
津
田
和
操
委
員
（
隼
人
町

長
）は
、
議
会
決
議
の
内
容
及
び
議
会
質
問

等
に
つ
い
て
報
告
の
う
え
、
今
後
の
合
併
協

議
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、「
民
意
を
反
映
さ

せ
る
た
め
に
住
民
へ
の
説
明
会
を
開
催
し
、

住
民
投
票
の
実
施
を
考
え
て
い
る
」と
表
明

さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
各
構
成
市
町
長
委
員
か
ら
も
、

今
ま
で
の
合
併
に
関
す
る
協
議
の
経
過
や

現
在
の
各
市
町
に
お
け
る
取
組
み
状
況
を

踏
ま
え
た
説
明
が
あ
り
、
一
市
六
町
の
現

行
の
枠
組
み
に
よ
る
合
併
協
議
を
、
今
後

も
進
め
て
い
く
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ

ま
し
た
。

【
協
議
さ
れ
た
事
項
】

○
協
議
第
七
号
ー
二
　
新
市
の
事
務
所
の
位
置

に
つ
い
て

新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
新

市
事
務
所
位
置
検
討
小
委
員
会
に
お
い
て

調
査
・
研
究
と
意
見
交
換
を
行
い
、
次
の
よ

う
な
調
整
内
容
が
提
案
さ
れ
、
協
議
さ
れ

ま
し
た
。

一
　
新
市
の
事
務
所(

本
庁)

の
位
置
に
つ

い
て
は
、
当
面
は
、
国
分
市
中
央
三
丁

目
四
五
番
一
号
（
現
国
分
市
役
所
）に
置

き
、
新
市
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と

二
　
事
務
所
の
方
式
は
、
住
民
サ
ー
ビ
ス

の
低
下
を
招
か
な
い
よ
う
に
、
当
面
は

総
合
支
所
方
式
と
し
、
現
在
の
国
分
市
、

溝
辺
町
、
横
川
町
、
牧
園
町
、
霧
島
町
、

隼
人
町
及
び
福
山
町
の
そ
れ
ぞ
れ
の
市

役
所
･
役
場
を
す
べ
て
総
合
支
所
と
し

て
、
ま
た
現
在
の
牧
之
原
支
所
は
支
所

と
す
る
。
将
来
的
に
は
、
本
庁
方
式
へ

移
行
し
て
い
く
こ
と
を
、
新
市
に
お
い

て
検
討
す
る
こ
と

三
　
庁
舎
建
設
に
つ
い
て
は
、
当
面
は
既

存
の
庁
舎
を
活
用
し
な
が
ら
、
新
市
に

お
い
て
検
討
す
る
こ
と

以
上
が
提
案
さ
れ
協
議
さ
れ
ま
し
た
が
、

事
務
所
の
設
置
方
式
に
つ
い
て
様
々
な
意

見
が
出
さ
れ
、
協
議
会
に
お
い
て
意
見
集

約
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
継
続
協
議
と
し
、

再
度
、
事
務
所
位
置
検
討
小
委
員
会
に
お

い
て
十
分
な
議
論
を
行
い
、
次
回
の
協
議

会
へ
再
提
案
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

第
十
回
・
第
十
一
回

協
議
会
内
容

○
協
議
第
十
四
号
　
新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
に

つ
い
て
（
新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
骨
子
）

新
市
の
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
全
体
像
を
整

理
し
た「
新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
骨
子
」が

提
案
さ
れ
協
議
さ
れ
ま
し
た
。

今
後
、
順
次
そ
の
内
容
に
つ
い
て
具
体
的

に
協
議
検
討
を
行
い
、「
新
市
ま
ち
づ
く
り

計
画
」が
策
定
さ
れ
ま
す
。

骨
子
の
内
容（
計
画
書
の
構
成
）

一
章
　
序
論

（
１
）
一
市
六
町
の
歴
史

（
２
）
一
市
六
町
の
現
状
と
課
題

（
３
）
合
併
の
必
要
性

（
４
）
新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
策
定
方
針

二
章
　
新
市
の
概
要

（
１
）
位
置
、
地
勢

（
２
）
面
積
、
人
口
等

三
章
　
主
要
指
標
の
見
通
し

（
１
）

人
口
、
世
帯
数
等

四
章
　
新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
基
本
方
針

（
１
）
基
本
理
念

（
２
）
将
来
像

（
３
）
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
方
向

五
章
　
新
市
ま
ち
づ
く
り
基
本
計
画

（
１
）
社
会
基
盤
の
整
備

（
２
）
生
活
環
境
の
整
備

（
３
）
教
育
文
化
の
振
興

（
４
）
保
健
福
祉
の
充
実

（
５
）
産
業
経
済
の
振
興

（
６
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
推
進

（
７
）
行
財
政
の
効
率
化
等

六
章
　
主
要
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

協議会における、審議状況
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七
章
　
新
市
に
お
け
る
県
事
業
の
推
進

八
章
　
公
共
的
施
設
の
統
合
整
備

九
章
　
財
政
計
画

【
提
案
さ
れ
た
事
項
】

○
協
議
第
十
五
号
　
特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い

に
つ
い
て

特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
次

回
の
協
議
会
議
事
の
提
案
説
明
が
あ
り
ま

し
た
。

な
お
、
新
設
合
併
の
場
合
、
合
併
構
成

市
町
の
特
別
職
は
、
合
併
の
日
の
前
日
に

失
職
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。た
だ
し
、

議
会
議
員
及
び
農
業
委
員
会
委
員
に
つ
い

て
は
、
合
併
特
例
法
に
基
づ
く
定
数
や
在

任
期
間
の
特
例
措
置
が
あ
り
ま
す
。

一
　
市
長
、
助
役
、
収
入
役
及
び
教
育
長

の
任
期
等
に
つ
い
て
は
、
法
令
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
給
料
の
額
は
、

現
行
の
給
料
額
及
び
同
規
模
の
自
治
体

の
例
を
も
と
に
、
合
併
ま
で
に
調
整
す

る
こ
と

二
　
議
会
議
員
、
農
業
委
員
会
委
員
、
消

防
団
員
の
報
酬
の
額
は
、
現
行
の
報
酬

額
及
び
同
規
模
の
自
治
体
の
例
を
も
と

に
、
合
併
ま
で
に
調
整
す
る
こ
と

三
　
教
育
委
員
会
の
委
員
、
選
挙
管
理
委

員
会
の
委
員
、
監
査
委
員
及
び
固
定
資

産
評
価
審
査
委
員
会
の
委
員
の
数
、
任

期
に
つ
い
て
は
、
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
こ
と
。
報
酬
の
額
は
、
現
行
の
報

酬
額
及
び
同
規
模
の
自
治
体
の
例
を
も

と
に
、
合
併
ま
で
に
調
整
す
る
こ
と

四
　
審
議
会
･
委
員
会
等
の
附
属
機
関
に

つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
引
き
続
き

設
置
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
は
、
原
則

と
し
て
合
併
ま
で
に
統
合
又
は
調
整
す

る
こ
と
。
人
数
、
任
期
及
び
報
酬
額
は
、

現
行
の
制
度
及
び
報
酬
額
を
も
と
に
合

併
ま
で
に
調
整
す
る
こ
と

五
　
そ
の
他
の
特
別
職
に
つ
い
て
は
、
設

置
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
は
、
原
則
と

し
て
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
こ
と

六
　
新
市
の
職
務
執
行
者
に
つ
い
て
は
、

合
併
ま
で
に
一
市
六
町
の
長
が
別
に
協

議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と

以
上
の
提
案
が
あ
り
、
次
回
の
協
議
会

で
協
議
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

○
協
議
第
十
六
号
　
電
算
シ
ス
テ
ム
事
業
の
取

扱
い
に
つ
い
て

電
算
シ
ス
テ
ム
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い

て
、
次
回
の
協
議
会
議
事
の
提
案
説
明
が

あ
り
ま
し
た
。

・
電
算
シ
ス
テ
ム
事
業
に
つ
い
て
は
、
住

民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
か
な
い
よ
う

十
分
に
配
慮
し
、
合
併
時
に
統
合
し
た

電
算
シ
ス
テ
ム
が
安
全
･
確
実
に
稼
動

で
き
る
よ
う
に
調
整
す
る
も
の
と
す
る

こ
と

以
上
の
提
案
が
あ
り
、
次
回
の
協
議
会

で
協
議
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

第
十
一
回
協
議
会

【
報
告
さ
れ
た
事
項
】

○
報
告
第
十
三
号
ー
四
　
新
市
事
務
所
位
置
検

討
小
委
員
会
の
協
議
の
経
過
及
び
結
果
に
つ

い
て

第
十
回
合
併
協
議
会
に
お
い
て
事
務
所

位
置
に
つ
い
て
継
続
協
議
と
な
っ
た
こ
と
を

受
け
て
、
第
五
回
新
市
事
務
所
位
置
検
討

小
委
員
会
を
開
催
し
、
再
度
事
務
所
の
設

置
方
式
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
審
議
を

行
い
、
次
の
と
お
り
一
部
を
修
正
す
る
こ

と
に
全
会
一
致
で
意
見
の
集
約
が
図
ら
れ

た
こ
と
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

【
修
正
前
】

事
務
所
の
方
式
は
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低

下
を
招
か
な
い
よ
う
に
、
当
面
は
、
総
合
支

所
方
式
と
し
、
現
在
の
国
分
市
、
溝
辺
町
、

横
川
町
、
牧
園
町
、
霧
島
町
、
隼
人
町
及
び

福
山
町
の
そ
れ
ぞ
れ
の
市
役
所
、
役
場
を
す

べ
て
総
合
支
所
と
し
て
、
ま
た
現
在
の
牧
之

原
支
所
は
支
所
と
す
る
こ
と
。
将
来
的
に

は
、
本
庁
方
式
へ
移
行
し
て
い
く
こ
と
を
、

新
市
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と

【
修
正
後
】

事
務
所
の
方
式
は
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の

低
下
を
招
か
な
い
よ
う
に
、
当
面
は
、
総

合
支
所
方
式
と
し
、
現
在
の
国
分
市
、
溝

辺
町
、
横
川
町
、
牧
園
町
、
霧
島
町
、
隼
人

町
及
び
福
山
町
の
そ
れ
ぞ
れ
の
市
役
所
、

役
場
を
す
べ
て
総
合
支
所
と
し
て
、
ま
た

現
在
の
牧
之
原
支
所
は
支
所
と
す
る
こ
と
。

将
来
的
に
は
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
が
低
下
し

な
い
行
政
コ
ス
ト
削
減
の
実
現
を
図
る
必

要
が
あ
り
、
方
式
に
つ
い
て
は
、
新
市
に

お
い
て
検
討
す
る
こ
と

【
協
議
さ
れ
た
事
項
】

○
協
議
第
七
号
ー
三
　
新
市
の
事
務
所
の
位
置

に
つ
い
て

新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
第

五
回
新
市
事
務
所
位
置
検
討
小
委
員
会
に

お
け
る
審
議
結
果
を
受
け
て
、
次
の
よ
う

に
修
正
さ
れ
た
内
容
で
再
提
案
さ
れ
承
認

さ
れ
ま
し
た
。

一
　
新
市
の
事
務
所(

本
庁)

の
位
置
に
つ

小委員会の協議結果を報告する今島副委員長
（事務所位置検討小委員会）
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い
て
は
、
当
面
は
、
国
分
市
中
央
三
丁

目
四
五
番
一
号
（
現
国
分
市
役
所
）に
置

き
、
新
市
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と

二
　
事
務
所
の
設
置
方
式
は
、
住
民
サ
ー

ビ
ス
の
低
下
を
招
か
な
い
よ
う
に
、
当

面
は
総
合
支
所
方
式
と
し
、
現
在
の
国

分
市
、
溝
辺
町
、
横
川
町
、
牧
園
町
、
霧

島
町
、
隼
人
町
及
び
福
山
町
の
そ
れ
ぞ

れ
の
市
役
所
、
役
場
を
す
べ
て
総
合
支

所
と
し
て
、
ま
た
現
在
の
牧
之
原
支
所

は
支
所
と
す
る
こ
と
。
将
来
的
に
は
、

住
民
サ
ー
ビ
ス
が
低
下
し
な
い
行
政
コ

ス
ト
削
減
の
実
現
を
図
る
必
要
が
あ
り
、

方
式
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
検

討
す
る
こ
と

三
　
庁
舎
建
設
に
つ
い
て
は
、
当
面
は
既

存
の
庁
舎
を
活
用
し
な
が
ら
、
新
市
に

お
い
て
検
討
す
る
こ
と

○
協
議
第
十
五
号
　
特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い

に
つ
い
て

新
市
に
お
け
る
特
別
職
の
身
分
の
取
扱

い
に
つ
い
て
は
、
前
回
第
十
回
協
議
会
に
お

け
る
事
前
提
案
の
内
容
ど
お
り
、
協
議
の

う
え
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

○
協
議
第
十
六
号
　
電
算
シ
ス
テ
ム
事
業
の
取

扱
い
に
つ
い
て

新
市
に
お
け
る
電
算
シ
ス
テ
ム
事
業
の

取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
前
回
第
十
回
協
議
会

に
お
け
る
事
前
提
案
の
内
容
ど
お
り
、
協

議
の
う
え
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、
協

議
に
お
い
て
は
、
電
算
シ
ス
テ
ム
の
統
合
作

業
･
構
築
に
、
ど
の
程
度
の
作
業
期
間
が

必
要
か
。
情
報
保
護
対
策
に
万
全
を
期
し

て
欲
し
い
。
導
入
経
費
の
節
減
と
住
民
サ

ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う

十
分
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
な
ど
の
質
疑

意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

【
提
案
さ
れ
た
事
項
】

○
協
議
第
十
七
号
　
広
報
広
聴
関
係
事
業
の
取

扱
い
に
つ
い
て

広
報
広
聴
関
係
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い

て
、
次
回
の
協
議
会
議
事
の
提
案
説
明
が

あ
り
ま
し
た
。

一
　
広
報
紙
に
つ
い
て
は
、
毎
月
発
行
と

す
る
。
お
知
ら
せ
版
な
ど
の
他
の
広
報

紙
の
種
類
、
発
行
日
及
び
配
布
方
法
は

合
併
ま
で
に
調
整
す
る
こ
と

二
　
広
聴
関
係
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お

い
て
調
整
す
る
こ
と

三
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
新
市

に
お
い
て
新
た
に
開
設
す
る
こ
と

四
　
そ
の
他
の
広
報
業
務
に
つ
い
て
は
、

新
市
に
お
い
て
も
引
き
続
き
各
種
広
報

媒
体
を
活
用
し
、
行
政
情
報
の
提
供
に

努
め
る
こ
と

以
上
の
提
案
が
あ
り
、
次
回
の
協
議
会

で
協
議
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

○
協
議
第
十
八
号
　
情
報
公
開
制
度
の
取
扱
い

に
つ
い
て

情
報
公
開
制
度
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
次

回
の
協
議
会
議
事
の
提
案
説
明
が
あ
り
ま

し
た
。

一
　
市
政
に
関
す
る
市
民
の
知
る
権
利
を

尊
重
し
、
公
文
書
の
公
開
を
請
求
す
る

権
利
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
市

の
保
有
す
る
情
報
の
一
層
の
公
開
を
図

り
、
市
民
に
説
明
す
る
責
務
を
果
た
す

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
新
市
に
お
い
て

も
引
き
続
き
、
情
報
の
積
極
的
な
提
供

を
行
い
、
市
民
参
加
に
よ
る
公
正
で
開

か
れ
た
市
政
を
推
進
す
る
た
め
、
合
併

時
に
情
報
公
開
条
例
を
制
定
す
る
こ
と

二
　
新
市
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護

に
つ
い
て
、
適
正
な
取
扱
い
に
関
す
る

基
本
的
な
事
項
を
定
め
、
併
せ
て
自
己

の
個
人
情
報
の
開
示
等
を
請
求
す
る
権

利
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
の

権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
、
合
併

時
に
個
人
情
報
保
護
条
例
を
制
定
す
る

こ
と

以
上
の
提
案
が
あ
り
、
次
回
の
協
議
会

で
協
議
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

協議会における、審議状況

提案説明を行う、堤総務部会長
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姶良中央地区

協議会は傍聴できます

ご意見、ご質問をお寄せください

合併に関してご意見、ご質問等がありましたら、合併協議会事務局又は各市町合併担当課までご連絡

ください。

姶良中央地区合併協議会事務局 〒899-4394 国分市中央３丁目４５番１号　
国分シビックセンター行政棟（国分市役所）７階

TEL 0995-64-0937    FAX 0995-64-0940

合併協議会は、原則として毎月第２・第４木曜日の午後１時30分から開催されます。会場は、国分シビック

センター複合施設棟２Ｆ多目的ホールです。

傍聴者の定員は30名となっています。希望される方は、会議当日に傍聴者受付までお越しください。

なお、会議開会15分前から傍聴証を発行しますが、15分前における傍聴希望者が定員を超える場合に

は、抽選により傍聴者を決定します。

当面の協議会開催日程 第12回協議会 11／13（木） 第13回協議会 11／25（火）

第14回協議会 12／11（木） 第15回協議会 12／25（木）

姶良中央地区合併協議会の協定項目協議状況 

 1、 合併の方式 

 2、 合併の期日 

 3、 新市の名称 

 4、 新市の事務所の位置 

 5、 財産の取扱い 

 6、 新市まちづくり計画 

 7、 議会議員の定数及び任期の取扱い 

 8、 地域審議会の設置 

 9、 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い 

 10、 地方税の取扱い 

 11、 一般職の職員の身分の取扱い 

 12、 特別職の身分の取扱い 

 13、 条例、規則等の取扱い 

 14、 事務組織及び機構の取扱い 

 15、 一部事務組合等の取扱い 

 16、 使用料、手数料等の取扱い 

 17、 公共的団体等の取扱い 

 18、 補助金、交付金等の取扱い 

 19、 町名･字名の取扱い 

 20、 慣行の取扱い 

 21、 国民健康保険事業の取扱い 

 22、 介護保険事業の取扱い 

 23、 消防団の取扱い 

 24、 自治会・行政連絡機構の取扱い 

 25、 各種事務事業の取扱い 

(1) 男女共同参画事業 

(2) 姉妹都市･国際交流事業 

(3) 電算システム事業 

(4) 広報広聴関係事業 

(5) 納税関係事業 

(6) 消防防災関係事業 

(7) 交通関係事業 

(8) 窓口業務 

(9) 保健衛生事業 

(10) 環境衛生事業 

(11) 障害者福祉事業 

(12) 高齢者福祉事業 

(13) 児童福祉事業 

(14) 生活保護事業 

(15) その他の福祉事業 

(16) 農林水産関係事業 

(17) 商工･観光関係事業 

(18) 建設関係事業 

(19) 上･下水道事業 

(20) 学校教育事業 

(21) コミュニティ施策 

(22) 社会教育事業 

(23) 情報公開制度 

(24) 社会福祉協議会関係事業 

(25) 第三セクター等関係事業 

(26) 病院関係事業 

(27) その他事業 

◎ 

◎ 

 

◎ 
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△ 

△ 

△ 
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△ 

△ 

 

△ 

△ 

 

△ 

 

◎承認済：協議会の会議において承認済み 

○提案中：協議会へ提案中又は小委員会で協議中 

△未協議：協議項目として未提案 ※平成15年10月末現在における協議状況です。 

協定項目 
承
認
済 

提
案
中 

未
協
議 

協定項目 
承
認
済 

提
案
中 

未
協
議 



１、 議会議員の定数の取扱い 
　議会議員の定数は、人口を基準に算定されることとなっており、合併が行われた場合には、基本的にこの
原則に基づいて、新市町村の人口を基準に定数が算定されることになります。 
　なお、市町村が新設される場合、合併前に合併構成市町村で協議し、議会の議決を経て告示を行えば条例
で定めた議員定数とみなされることになっています。 
　地方自治法（抜粋） 
　　第91条第２項　　市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に 
　　　　　　　　　 定める数を超えない範囲内で定めなければならない。 
　　　　　 第７号　　人口10万人以上の市及び20万人未満の市　　　議員定数34人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２、市町村合併（新設合併）における議会議員の定数及び任期の取扱い 
（１）設置選挙 
　新設合併の場合、議会議員の身分については、原則として合併構成市町村の議会議員は全て失職するこ
とになり、新市町村設置の告示による設置の日から50日以内に、定数（34人以内）に基づき議会議員の選
挙を行うことになります。 
　しかし、設置選挙の他に合併特例法では激変緩和措置として「定数特例」と「在任特例」の二つのうち、い
ずれかの方法を選択できると定めています。 

 
（２）定数特例 
　議会議員の失職による設置選挙においては、初回の選挙による議員の任期に限って、地方自治法第91
条第２項に規定する数の２倍まで議員定数を増やすことができることになっています。（合併特例法第6条第1項） 

 
 
 
 
 
 
 
（３）在任特例 
　合併構成市町村の議会議員で、新市町村の議会議員の被選挙権を有する者は、合併後２年を超えない範
囲内で引き続き新市町村の議員として在任できます。（合併特例法第７条第１項第１号） 

議会議員の定数及び任期の取扱いとは!?

国 分 市  溝 辺 町  横 川 町  牧 園 町  霧 島 町  隼 人 町  福 山 町  

53,966人口（人） 8,537 5,516 9,613 5,918 36,846 7,516

1市6町合計 127,912

国 分 市  溝 辺 町  横 川 町  牧 園 町  霧 島 町  隼 人 町  福 山 町  

24議員定数（人） 16 14 16 14 22 14

1市6町合計 120

平成12年度国勢調査人口 

１市６町の現在の議員定数 

【１市６町在任議員数】 

国分市在任議員 

溝辺町在任議員 

横川町在任議員 

牧園町在任議員  

霧島町在任議員 

隼人町在任議員 

福山町在任議員 

合　　　　計 

24人 

16人 

14人 

16人 

14人 

22人 

14人 

120人 

（２年以内） 

在任特例 

合併前の構成市町の議会議 
員全員が、引き続き在任 （任期４年） 

地方自治法で定められた 
定数の範囲内　（34人以内） 

合併（選挙なし） 一般選挙 一般選挙 

合併（設置選挙） 一般選挙 一般選挙 

定数特例　　　　　　　　　　（任期４年） 

 

地方自治法で定められた定数の２倍の範囲内 
　　　　　　　　　　　　　　（68人以内） 

地方自治法で定められた定数の範囲内 
　　　　　　　　　　　　　　（34人以内） 

（任期４年） 
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